
公  告  第 １９９ 号 

令 和 ５年３月１０日 

 

被 保 険 者 各 位 

 

三越伊勢丹健康保険組合 

理 事 長  藤 森 健 至 

 （ 公 印 省 略 ）  

 

 

諸 規 程 の 一 部 変 更 に つ い て 

 

 

 このたび、下記のとおり規程を一部変更しましたので、公告いたします。 

 

 

記 

 

 

1.「個人情報保護管理規程」の一部を別紙「新旧条文対照表」のとおり変更する。 

2.「被扶養者健康診査利用規程」の一部を別紙「新旧条文対照表」のとおり変更する。 

3.「任意継続被保険者健康診査利用規程」の一部を別紙「新旧条文対照表」のとおり 

変更する。 

4.「予防接種利用規程」の一部を別紙「新旧条文対照表」のとおり変更する。 

 

 

附 則 

 この規程の変更は、令和 ５年 ４月 １日から施行する。 

 

 

 

以上 

 

 



       新旧条文対照表 
変 更 後 変 更 前 

三越伊勢丹健康保険組合個人情報保護管理規程 

別表１ 三越伊勢丹健康保険組合が保有する個人情報 

三越伊勢丹健康保険組合個人情報保護管理規程 

別表１ 三越伊勢丹健康保険組合が保有する個人情報 

 

個人情報の種類 情報の内容 

適用関連 

・保険者番号及び被保険者記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人番号、 

 住所所在地等連絡先 

・資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額 

・その他被保険者等にかかる情報 

＊被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報 

（続柄・同居有無等） 

保険給付関連 

（現物） 

・診療報酬明細書（レセプト）記載情報 

【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医療

費等にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】 

保険給付関連 

（現金） 

・療養費、移送費関連 

【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサー

ジ師等にかかる情報、移送経緯・費用、申請理由等、その他被保険者等にか

かる情報】 

・傷病手当金関連 

【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状況、

医師の意見にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】 

・出産手当金・出産育児一時金関連 

【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報、そ

の他被保険者等にかかる情報】 

・埋葬料（費）関連 

【死亡年月日、埋葬に要した費用、その他被保険者等にかかる情報】 

保健事業関連 

・健康診査、保健指導関連 

(特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む） 

【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果、その他

被保険者等にかかる情報】 

 

個人情報の種類 情報の内容 

適用関連 

・保険者番号及び被保険者記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人番号 

・資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額 

・その他被保険者等にかかる情報 

＊被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報 

（続柄・同居有無等） 

＊任意継続被保険者の場合、上記に加え住所所在地等連絡先 

保険給付関連 

（現物） 

・診療報酬明細書（レセプト）記載情報 

【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医療

費等にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】 

保険給付関連 

（現金） 

・療養費、移送費関連 

【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサー

ジ師等にかかる情報、移送経緯・費用、申請理由等、その他被保険者等にか

かる情報】 

・傷病手当金関連 

【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状況、

医師の意見にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】 

・出産手当金・出産育児一時金関連 

【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報、そ

の他被保険者等にかかる情報】 

・埋葬料（費）関連 

【死亡年月日、埋葬に要した費用、その他被保険者等にかかる情報】 

保健事業関連 

・健康診査、保健指導関連 

(特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む） 

【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果、その他

被保険者等にかかる情報】 

 



 

  新旧条文対照表 

変 更 後 変 更 前 

  

三越伊勢丹健康保険組合 

被扶養者健康診査利用規程 
 

 第１条 略 

 

（利用資格） 

 第２条 家族健診を利用できる者の年齢は、当該年度１２月

末日において３０歳以上の組合の被扶養者であり、か

つ、実施当日に被扶養者の資格を有している者とす

る。 

三越伊勢丹健康保険組合 

被扶養者健康診査利用規程 
 

第１条 略 

 

（利用資格） 

第２条 家族健診を利用できる者の年齢は、当該年度末日に

おいて３０歳以上の組合の被扶養者であり、かつ、実

施当日に被扶養者の資格を有している者とする。 

 

第３条～第８条 略 第３条～第８条 略 
  

  

  

  

附則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

  

  

 

 

  



 

  新旧条文対照表 

変 更 後 変 更 前 

  

三越伊勢丹健康保険組合 

任意継続被保険者健康診査利用規程 
 

 第１条 略 

 

（利用資格） 

 第２条 任継健診を利用できる者の年齢は、当該年度１２月

末日において３０歳以上の任継被保険者であり、か

つ、実施当日に任継被保険者の資格を有している者と

する。 

三越伊勢丹健康保険組合 

任意継続被保険者健康診査利用規程 
 

第１条 略 

 

（利用資格） 

第２条 任継健診を利用できる者の年齢は、当該年度末日に

おいて３０歳以上の任継被保険者であり、かつ、実施

当日に任継被保険者の資格を有している者とする。 

 

第３条～第８条 略 第３条～第８条 略 
  

  

  

  

附則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

  

  

 

  



 新旧条文対照表 

変 更 後 変 更 前 

 

三越伊勢丹健康保険組合 

予防接種利用規程 
 

 

第１条～第４条 （略） 

 

（利用施設） 

第５条 予防接種は、以下のいずれかの施設にて行う

ものとする。 

①組合の指定施設（事業所が予防接種を依頼

した医療機関を含む） 

 ②加入者の希望する医療機関 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（利用方法） 

第６条 組合の指定施設での予防接種を利用しよう

とする者は、組合若しくは事業所の指示に従

い、あらかじめ申し込みをしなくてはならな

い。 

  ２ 加入者の希望する医療機関での予防接種を

利用し、費用補助を希望する者は、接種後に組

合の指定する方法にて申請しなくてはならな

い。 

 

（費用負担） 

第７条 前条第１項による接種については、一部負担

額を１，０００円とし、その差額を組合が負

担する。 

  ２ 前条第２項による接種については、組合は接

種費用総額につき２，５００円を上限として

補助する。なお、接種費用総額が２，５００

円に満たない場合は、組合はその額までを補

助する。 

 （削る） 

 

 

 （削る） 

 

 

 

 

 

 

三越伊勢丹健康保険組合 

予防接種利用規程 
 

 

第１条～第４条 （略） 

 

（利用施設） 

第５条 予防接種は、組合の指定施設若しくは事前に

承認を得た医療機関等にて行うものとする。な

お、組合の指定施設とは、事業所が主体となり

実施委託を依頼した施設を含むものとする。 

 

 

（利用方法） 

第６条 予防接種を利用しようとする者は事前に組

合に申込み、その承認を得なければならない。 

  ２ 組合の指定する施設での予防接種を利用し

ようとする者は、組合若しくは事業所の指示

に従い、あらかじめ申し込みをしなくてはな

らない。 

  ３ 組合の指定する施設での予防接種が利用で

きない場合、組合の指定する方法により事前

申請をおこない、承認を受けなくてはならな

い 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（利用料） 

第７条 前条第２項による接種については、その一部

負担額を１，０００円とし、その差額を組合

が負担する。 

  ２ 前条第３項による接種については、組合は

２，５００円を上限として負担する。その差

額は加入者負担とし、また接種費用の総額が

２，５００円に満たない場合には、組合はそ

の額までを負担する。 

  ３ 利用料を組合が負担する回数は、一加入者 

に対し、年度内に１回までとする。 

 

（一部負担額の支払い） 

第８条 組合の指定する施設で接種した者は、一部負

担額を施設の定める方法において支払う。 

２ 事前承認を得た医療機関で接種した者は、そ

の全額を立て替えて医療機関に支払う。一部負担

額を除いた組合負担額の請求は、組合指定の Web



変 更 後 変 更 前 

 

 

 

 

 

 

 

（利用回数） 

第８条 組合が費用負担する回数は、加入者１人につ

き、年度内に１回までとする。 

 

（補助金支給方法） 

第９条 第６条第２項による接種を利用した者への

補助金の支給は、次のいずれかの方法により支

給する。 

  (1)事業主を経由し、給与振込み 

  (2)被保険者の指定する銀行口座への振込み 

 

第１０条 （条数繰り下げ） 

 

 

 

附則  

この規程は、令和５年４月１日より施行する。 

 

 

によりおこなうものとする。なお、請求に当たっ

ては費用全額が記載された領収書のアップロー

ドを必須とし、また領収書にはインフルエンザ予

防接種の費用であることが明記されていなくて

はならない。また、この支給に当たっては、原則

として事業主経由で支払うものとする。 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第９条 略 

 

 

 

 

 


